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令和 5年 (行ウ)第 11号  修繕代金返還請求事件

原告 吉岡政昭

被告 安平町長 及川秀―郎

原告第 4準備書面
令和 5年 10月 19日 (木 )

札幌地方裁判所民事第 5部合議係 御中

原告 吉岡 政昭  印

3回日の回頭弁論を要望した最大の理由
「書類審査」だけでは、これ以上の「不公平とごまかし」の横行闊歩を

止めることが出来ないとの危機感を持つたこと。

インターネットで知つたことですが、
「第 2回口頭弁論期日以降」の裁判所の仕事は

「原告と被告の主張の精査や確認、立証 をするため、①「争点整理」

②「証拠調べ」「証人尋問」 ③「当事者尋間」などが行われる。
とありました。

1点目。「争点整理」は、すでに行われていて、①協定書にある「協議を必要」と

する「 と ②「安平町とリズム学
園との間で経費負担を実際に協議したか否か」であると、認識しています。

2点目。「証拠調べ」と「証人尋間」ですが、「証拠調べ」は、すでに、基本的には

行われており、残りの「証人調べ」は、今後の審議の必要から行われるも

のと確信しています。

3点目。「当事者尋間」については、「修繕に関して協議を行つたリズム学園と安平町
のそれぞれの担当職員」と原告の間で「争点整理された問題の①と②」に
ついて、「尋問」を行う必要があると考えています。

※「当事者尋問」の申し出には、「証拠申出書」が必要となりますが、その

様式の中に、「人証の表示」があります。

ところが、床修理問題において協議したとされる安平町側とリズム学園

側の協議に参加した人物が不明です。

そこで、裁判所に要請しますが、安平町とリズム学園に対して、
「床の修繕に関する協議をした職員の住所、氏名、役職を開示 (求釈 :
するよう、請求して下さい。「当事者尋問」の申し出に必要なのです。
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4点目。裁判所は被告に対し、前回の準備書面で求めた「争点整理」に関する件に

関して「求釈明」を行つて頂きたい。改めて要請したい。

2回目の回頭弁論の際、被告側代理人から「求釈明に応じない」旨の発言が

あつたが、裁判官から「求釈明」の要求があれば、「拒否」できないのではな
いか。内容を一部修正の上、改めて「求釈明」の要望する次第です。

求釈明 1′ 協議を必要とする「大規模な改築や改修等」に相当すか否か。

質問 1、  「大規模と判断した根拠・基準は何か。」

求釈明 2′ 安平町とリズム学国が、経費負担を実際に協議したか否か。

それを明らかにするために以下の釈明。

①協議を行つた日時

②協議内容と資料

③協議を行つた担当者氏名と役職 (3点日で要望済み)

′

私が考える「協議」とは、

偶然の、あるいは、ついでの「立ち話」程度の話ではない。

仮に何らかの連絡を取り合つていたとしても、「形式的 { (__ 連 絡 を り合うだけでな

く、実質的にかかる費用や修繕箇所などの情報を共有して、費用の負担について

も話し合うこと」であると考えます。

そうしたことは、当然記録されなければならない。

「協議記録の不存在」に対する受け留め

そもそも、被告 (町長)は、「床の修繕の為の協議」を後日につなげ、

税金の使い方に対する目標を持つて、積極的に実施 しなかつたのでは

ないか、と思われる。 明らかな指導上の手抜きをしたな、と思います。

Ｔ
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■
Ｉ
Ｊ 1被告 (町長)は、「協議」を重要視 し、

極的に実施 したか ?
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「協議記録の不存在」に対する被告 (町長)の
どうしようもない「感覚」。何ら痛痒を感じていない。

(1)「協議の記録」の不存在。・・被告 (町長)は極めて軽く見ている。 (回答書 )

そもそも、「損傷」に関わる町とリズム学園側の事実認識に関わる「協議の
記録」が存在せず、客観的な確認が困難となつている。,これにも増して重ム
なのは、町長は「協議の記録が不存在」であることに関して「アタラカン」
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で寄こしている。(甲第 15号証) その緩さは、答弁書にも反映している。
「答弁書」は言う。
「協議の事実を記録しておくという全後の課題を遵守すれば、足りるものである。」

(「今後守れば良いという程度のことでさほど重大ではない」という意味。)

「移行に伴う実務 (「備品台帳」等)も不存在

因みに、新築「町立はやきた子ども園」(平成 22年 4月 1日開園)が、公私連携

認定「はやきた子ども園」に移行するとき、安平町、リズム学園双方で確認した

ことを示す「移行に伴う実務 (「備品台帳」等)」 による備品の確認や設備等の

確認)の諸記録」(甲第10号証)も「不存在」だった。一事が万事である。

町立保育園の通園バスを除く備品が、協定によリリズム学園に無償で譲渡された。

その時、町の備品をどれとどれを何個、「譲渡」したのか、どれを修繕したのか、

廃棄したのか、等々が、町の備品台帳に記録されなかつたのか。

町職員は一つ一つ確認し、記録するものではないのか。

しかし、備品台帳等は、「不存在」だというのである。
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Ⅲ、「盛損傷の原因」を「通常使用」による「経年変化」とする
「答弁書の主張」に客観性はあるか ?

1′ 以下は、被告 (町長)の答弁書の記述

(答弁書p2)
床の劣化は主に経年によるものであつて、通常使用によるものであるのだから

二1塑1旦1藍1墜1墨1望1菫1型1型1聾1墜1堕1重生皇!基1里|:二1型1聾1璽1塁:夏1型1当1盗L

この答弁書の内容は、民法第621条を実態を考慮せずに機械的に援用したもので、
実際の「はやきた子ども園」の床増張り替え工事の原因である『床の劣化』の提え方
が、一面的で不正確に思われるのです。

(1)被告の主張には、過去 2度にわたる修繕を踏まえた検討・分析が反映してない。
何よりも、この施設自体が、この度の修理以前に 2度にわたつて「修繕」を行つ
て来ております。この事実に立ちますと、修理に当たつた一つ一つの床の「劣化
の原因」を「通常使用による」「塁隻墨饉塞塁壺菫型凶」堕:星:塾」型聾二生墜、被告
側の一方的期待に基づく推測に過ぎず「全て客観的事実」として受け入れるこ
とは出来ません。町費負担させるとめのアイテムとの見方も出て来ます。

(2)11年前、12年前にも、床の修理が、合計52箇所行われていた。

実は、この「はやきた子ども園」は、公私連携の認定こども園 (平成27年 9月
協定)に移行する以前、総事業費 5億円かけて新築され、平成22年 (2010年 )

4月 から町立 3保育園を統合してスター トしたものであるが、統合後の翌年、

二≧塑菱I聾[≧ヨ菫2堅菫12=二」凶L塑」⊆≧量壺塾」墜菫L¨_≧里旦塁豊2壁蔓堕塑菫2重」L旦量ユ
が明らかになつた。

それを当時のある議員が議会 (平成24年6月議会)で取りあげ表沙汰になつた。
そこで私はこの議会の翌月、平成24年 7月 12日 、床の修繕を行つた計52箇所の
修繕箇所の特定を求め「平面図」の開示を求めた。(甲第11号証)

証拠説明書にある「竣工図」の (甲第12号証)がそれである。

なお、次ページにある見にくい「竣工図」の縮小図面は、単に説明の流れの
補助として示したものであるので、直接、証拠説明書 (甲第12号証)で確認を
お願いしたい。因みに関連証拠書類は、甲11号証～甲14号証となる。

今回 ( 4年 )、 「経年劣化」として「修繕した場所は、「4歳児保育室」 (2箇
所)と「遊戯室」(17箇所)の 2つの部屋だけだつた。

「通常使用による」「経年劣化」を理由にするならば、塾の部屋も、等しく修理2
壼菫塗菫三望ヨ堕E菫塗二主2」L⊆≧塑1二至壺塁睦主_なぜ、2つ部屋だけが、なつたのか ?

(3)
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12号

(注)① 5歳児保育室・ 018箇所
・・2箇所②4歳児保育室 e

③ 3歳児保育室・・ 0箇所。

④遊戯塾 ・・・・ 17箇所。

⑤その他・・ 00・ ・フ箇所。

⑥児童館・・・・・・8箇所
以前の床の修繕箇所合計   52箇 所

この度、町で修理 Ll上部屋墜全円く四角に
囲んだ部分の「4歳児保育室」と「遊戯室」。

(甲第13号証。甲第14号証)
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今回 (令和 4年)の「修繕箇所」の疑問

なぜ、「 4歳児の保育室」と「遊戯室」だけに「経年劣化」が生じたのか ?

また、「経年劣化」した床の「場所や数や広さ」が明らかにされていない。

(1)以前、修理箇月斤が生盤かつた「4歳児の保育室」を修繕する一方、
10年前にも修理されていない「3歳児保育室」は、今回も修理なし。

ここには「経年劣化」はなかつたのか。

(2)前回の修理で「遊戯室」と同程度の修理をした「 5 育室」が、
されてい いの | 「 い

(3) 活動量が多い小中学生が利用する「児童館」が、 回も経年劣化が
指摘されマ[いたミい。

子ども園とは修繕費支払いの方法の違いが、仮にあつたとしても、
「経年劣化」は同様に発生するのではないか。

情報公開請求をして、修理箇所の写真を受け取つたが、回答には不満。
「床の表面劣化が目的でしたので、ご質問に答える箇所はなく、あれば、
増張工事を行うだけでは、解消できないと思います。」との回答。はて ?

期待したのは、平成 24年の 52箇所の図面 (施工図)のように示して頂く
ことだつた。あの写真だけでは、実態がつかめない。
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Ⅳ、経年劣化に関する大きな疑間

1 ′

(i)同 じ建物でどの部屋でも「通常使用」が行われ「経年劣化」が起こつていたはずだ

が、「床の損耗」のため「修理が必要」となつた部屋が 2つだけだつたという。

しかも、個々の箇所が全体図の中では不明確で特定できない。

なぜ、「4歳児保育室」と「遊戯室」だけに「経年劣化」が集中したのか。

そもそも「経年劣化」とは、自然現象の 1つではないか。「相関が不十分、一貫性
ない。非統一性」などは、馴染まないはずだ。個別の説明が求められるが皆無。

2′ 困■國■0)00劣化の内容が不明確.

(i)平成24年 6月議会で明らかにされた「床の盛り上がり」の数と場所が、今回
の場合は、同様に具体的に全く明らかになつていない。

答弁書では、「床の劣化は、主に経年によるものであつて」「通常使用による
ものであるのだから」として、修繕費の負担は、施設の所有者である「町が

行うべきだ」と主張している。

しかし、「 に は 、 ① 「経年劣化」や②「通常損耗」の他に、

く豊2⊇二Ω22量墨旦型
=登

調査、口壁聾Ω鐘塁至全≦担豊主拠
=墜

盤L主£

例えば、「原告第 3準備書面」でも述べたことだが、「劣化」 |こ 関する次の

事実の確認・点検と「記録」が必要である事を重ねて述べておきたい。

①通常損傷を超えるレベルの破損はなかつたのか。

②通常損傷を放置して二次被害によって生じた損傷や汚れの有無。

③飲食物をこばして出来たシミや汚れ。

④備品の移動による傷。等々。である。

困■日■0・ ・経年劣化の不続―性
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V、 どうしても、納得できなし
町長代理人 (顧問弁護士)の法律解釈

次の条文解釈を、皆さん、どう思いますか ?
法律解釈として「ふつラ」だと思いますか ?

(基本協定書・第 6条(3))

②ただし、共有部分にかかる経費及び大規模な改築や改修等の
経費負担は、甲乙協議のうえ定める。」

(甲はあびら町。乙はリズム学園)

(代理人の法律解釈)

② l

■■_ロト

ス | 学 園 が 、 本件工事が
,口‐

1し

することを当然の
.■■ヨ

JE
|

し 上で 、 その経費負担に
ついて協議を行つたものであることは 明というべき。

(大きな疑間 )

●「ただし」という接続詞が (条件が)、 なぜ、「証明抜き」で、「大規模な改築や
改修工事等に該当することを当然の前提」なるのですか ?

●しかも、「協議の実施自体が疑念の中にある」のに、「その経費負担について協議
を行つたものであることは自明というべき」との結論が、どのように導き出され
たのか。不思議で納得できません。

「ただし」の意味は、「先行の事柄についてそれに付随する条生や例外を
補足する接続詞である」 と「ものの説明」にはあります。

「ただし」を付けることによつて、重⊆墜奎重壺已L==皇2重豊菫L二童里塁図 LL

便」21量コ聾ヨL=Z塾」墨LttL⊆l壺堕二塑L重ヨ三二。

※しかし、町長代理人の解釈は、「ただし」の援用の仕方が本当に正しいのか、
と疑つてしまいます。「非法規的・非国語的」と受け止めてしまいます。

7


